
庁舎敷地内は原則禁煙です。

駐車場に駐車中の自家用車内においても禁煙です。
総務部長

来庁者の皆様もご協力よろしくお願いいたします。

喫煙は、下記の場所でお願いします。

特定屋外喫煙場所：庁舎と市民センターの間

喫煙場所　位置図

入口

庁　舎

玄関

Ｐ Ｐ

市民センター

喫

煙

場
所




